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(57)【要約】
【課題】　ＡＲＴなどの特定遊技状態が半永久的に継続
する事態が回避されるとともに、遊技が単調となること
で興趣の低下を招くことが抑制される遊技機を提供する
。
【解決手段】　スロットマシンは、ＡＲＴなどの特定遊
技状態において、上乗せゲーム数などの加算値を、特定
遊技状態が継続可能なゲーム数などの特定値に加算する
ことで、予め設定された特定値の上限値を上回る場合に
は、当該上限値を上回る値について特定値への加算を規
制する構成としてある。
【選択図】　　　図１３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１回の遊技に対して所定数の掛け数を設定することにより遊技を開始させることが可能
となり、各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示させる可変表示手段に表示結果
が導出されることにより１回の遊技が終了し、当該可変表示手段に導出された表示結果が
特定表示結果である場合に、入賞が発生可能である遊技機において、
　入賞が発生した場合に、所定の利益を付与する利益付与手段と、
　表示結果が導出されるよりも前に、導出が許容される表示結果を決定する事前決定手段
と、
　遊技者が表示結果を導出するために操作する導出操作手段と、
　前記事前決定手段の決定結果と前記導出操作手段の操作態様とに応じて前記表示結果を
導出する導出制御手段と、
　遊技者にとって有利な特別遊技状態に制御することを許容する旨の決定に基づいて、当
該特別遊技状態に制御することが可能な遊技状態制御手段と、
　前記特別遊技状態において、前記事前決定手段により前記導出操作手段が特定操作態様
で操作されたことで導出される前記特定表示結果の導出を許容する旨が決定されたときに
、当該特定操作態様を特定することが可能となる特定情報を遊技者に報知する特定操作態
様報知手段と、
　加算値を決定可能な加算値決定手段と、
　所定の加算条件が成立したことに基づいて、前記加算値決定手段により決定された加算
値を特定値に加算することが可能である特定値更新手段と、
　特定値の上限である特定上限値を設定可能な特定上限値設定手段と、
　を備え、
　前記特別遊技状態は、複数種類の特別遊技状態を含み、特定値に対応する遊技の実行後
に異なる遊技状態に移行することが可能であり、
　前記特定上限値設定手段は、特別遊技状態の種類に応じて異なる特定上限値を設定可能
であり、
　前記特定値更新手段は、前記加算値決定手段により決定された加算値を特定値に加算す
ることで、前記特定上限値設定手段により設定された特定上限値を上回る場合には、当該
特定上限値を上回る値について特定値への加算を規制する
　ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記遊技状態制御手段は、所定の移行条件が成立したことに基づいて、一の特別遊技状
態から他の特別遊技状態へ移行させることが可能であり、
　前記特定上限値設定手段は、前記一の特別遊技状態から前記他の特別遊技状態へ移行し
たことに基づいて特定上限値を変更可能であり、
　前記特定値更新手段は、前記他の特別遊技状態への移行後における特定値が、当該他の
特別遊技状態に対応する特定上限値よりも上回る場合には、当該上回る値を特定値から減
算する
　ことを特徴とする請求項１に記載の遊技機。
【請求項３】
　１回の遊技に対して所定数の掛け数を設定することにより遊技を開始させることが可能
となり、各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示させる可変表示手段に表示結果
が導出されることにより１回の遊技が終了し、当該可変表示手段に導出された表示結果が
特定表示結果である場合に、入賞が発生可能である遊技機において、
　入賞が発生した場合に、所定の利益を付与する利益付与手段と、
　表示結果が導出されるよりも前に、導出が許容される表示結果を決定する事前決定手段
と、
　遊技者が表示結果を導出するために操作する導出操作手段と、
　前記事前決定手段の決定結果と前記導出操作手段の操作態様とに応じて前記表示結果を
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導出する導出制御手段と、
　遊技者にとって有利な特別遊技状態に制御することを許容する旨の決定に基づいて、当
該特別遊技状態に制御することが可能な遊技状態制御手段と、
　前記特別遊技状態において、前記事前決定手段により前記導出操作手段が特定操作態様
で操作されたことで導出される前記特定表示結果の導出を許容する旨が決定されたときに
、当該特定操作態様を特定することが可能となる特定情報を遊技者に報知する特定操作態
様報知手段と、
　加算値を決定可能な加算値決定手段と、
　所定の加算条件が成立したことに基づいて、前記加算値決定手段により決定された加算
値を特定値に加算することが可能である特定値更新手段と、
　加算値の上限である加算上限値を設定可能な加算上限値設定手段と、
　を備え、
　前記特別遊技状態は、複数種類の特別遊技状態を含み、特定値に対応する遊技の実行後
に異なる遊技状態に移行することが可能であり、
　前記加算上限値設定手段は、特別遊技状態の種類に応じて異なる加算上限値を設定可能
であり、
　前記特定値更新手段は、前記加算値決定手段により決定された加算値が、前記加算上限
値設定手段により設定された加算上限値を上回る場合には、当該加算上限値を上回る値に
ついて特定値への加算を規制する
　ことを特徴とする遊技機。
【請求項４】
　減算値を決定可能な減算値決定手段と、
　減算値の上限である減算上限値を設定可能な減算上限値設定手段と、
　を備え、
　前記特定値更新手段は、
　所定の減算条件が成立したことに基づいて、前記減算値決定手段により決定された減算
値を特定値から減算することが可能であり、
　前記減算値決定手段により決定された減算値が、前記減算上限値設定手段により設定さ
れた減算上限値を上回る場合には、当該減算上限値を上回る値について特定値から減算す
ることを規制する
　ことを特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記載の遊技機。
【請求項５】
　前記事前決定手段により、特定の表示結果が決定されたことに基づいて、前記所定の加
算条件及び前記所定の減算条件が成立する場合がある
　ことを特徴とする請求項４記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ゲーム数などの特定値の加算により遊技者に有利な遊技状態が延長される遊
技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の遊技機として、スロットマシンがある。例えば、スロットマシンは、ＡＴ（ア
シスト・タイム）、ＲＴ（リプレイ・タイム）、ＡＲＴ（アシスト・リプレイタイム）な
どの遊技者に有利な特定遊技状態を有しており、このような特定遊技状態において、特定
役に当選するなどの所定の延長（上乗せ）条件が成立すると、例えば、特定遊技状態の期
間を規定するゲーム数に所定ゲーム数が加算されるなどにより、特定遊技状態が延長され
るものがある（例えば、特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００３】
【特許文献１】特開２０１５－１２３１０４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところが、このような従来の遊技機には、改善の余地があった。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するため、本発明の遊技機は、１回の遊技に対して所定数の掛け数を設
定することにより遊技を開始させることが可能となり、各々が識別可能な複数種類の識別
情報を変動表示させる可変表示手段に表示結果が導出されることにより１回の遊技が終了
し、当該可変表示手段に導出された表示結果が特定表示結果である場合に、入賞が発生可
能である遊技機において、入賞が発生した場合に、所定の利益を付与する利益付与手段と
、表示結果が導出されるよりも前に、導出が許容される表示結果を決定する事前決定手段
と、遊技者が表示結果を導出するために操作する導出操作手段と、前記事前決定手段の決
定結果と前記導出操作手段の操作態様とに応じて前記表示結果を導出する導出制御手段と
、遊技者にとって有利な特別遊技状態に制御することを許容する旨の決定に基づいて、当
該特別遊技状態に制御することが可能な遊技状態制御手段と、前記特別遊技状態において
、前記事前決定手段により前記導出操作手段が特定操作態様で操作されたことで導出され
る前記特定表示結果の導出を許容する旨が決定されたときに、当該特定操作態様を特定す
ることが可能となる特定情報を遊技者に報知する特定操作態様報知手段と、加算値を決定
可能な加算値決定手段と、所定の加算条件が成立したことに基づいて、前記加算値決定手
段により決定された加算値を特定値に加算することが可能である特定値更新手段と、特定
値の上限である特定上限値を設定可能な特定上限値設定手段と、を備え、前記特別遊技状
態は、複数種類の特別遊技状態を含み、特定値に対応する遊技の実行後に異なる遊技状態
に移行することが可能であり、前記特定上限値設定手段は、特別遊技状態の種類に応じて
異なる特定上限値を設定可能であり、前記特定値更新手段は、前記加算値決定手段により
決定された加算値を特定値に加算することで、前記特定上限値設定手段により設定された
特定上限値を上回る場合には、当該特定上限値を上回る値について特定値への加算を規制
する
構成としてある。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】遊技機の外観を示す概略正面図である。
【図２】遊技機の内部構成を示す概略斜視図である。
【図３】遊技機の制御構成を示すブロック図である。
【図４】遊技状態の移行関係を示す図である。
【図５】当選役の当選確率をリプレイ確率ごとに示す図表である。
【図６】特定遊技状態におけるモードごとの各種上限値を示す図表である。
【図７】特定遊技状態においてモード間の移行を抽選により決定するときに用いる抽選テ
ーブルを示す図表である。
【図８】当選役ごとに設けられた加算値を抽選により決定するときに用いる抽選テーブル
を示す図表である。
【図９】リプレイに当選したときに加算値を抽選により決定するときに用いるモードごと
の抽選テーブルを示す図表である。
【図１０】リプレイとベルに当選したときに減算値を抽選により決定するときに用いる抽
選テーブルを示す図表である。
【図１１】特定値の更新に基づく表示手段の画面遷移図である。
【図１２】抽選により決定された加算値と減算値をそれぞれの上限値に基づいて変更する
加減算値規制処理を示すフローチャートである。
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【図１３】モードごとに設定された特定上限値に応じて特定値を加算更新する特定値更新
処理１を示すフローチャートである。
【図１４】減算値に基づいて特定値を減算更新する特定値更新処理２を示すフローチャー
トである。
【図１５】モードの移行に伴い移行後のモードの特定上限値に応じて特定値を更新する特
定値更新処理３を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　本発明に係る遊技機の好ましい実施形態について、図１～図１５を参照して説明する。
【０００８】
　スロットマシン１は、本発明に係る遊技機の一実施形態であり、通常のスロットマシン
と同様、前面に開口部を有する筐体１ｂと、開口部を開閉可能に覆う前扉１ａとを備えて
いる。
　前扉１ａは、リール４１ａ～４１ｃそれぞれに表された連続する３つの図柄（識別情報
）を機外から識別可能に構成されるとともに、遊技者により操作される複数の操作手段（
２ａ，３，５）を備え、筐体１ｂは、リール４１ａ～４１ｃを回転駆動させるドラムユニ
ット４、メダルの払い出しを行うメダル払出装置７などの複数の装置、コンピュータとし
て動作する主制御部１０、副制御部２０などを備えている。
【０００９】
　このようなスロットマシン１は、主制御部１０が事前決定手段、導出制御手段、利益付
与手段、遊技状態制御手段、加算値決定手段、特定値更新手段、特定上限値設定手段、加
算上限値設定手段、減算値決定手段、減算上限値設定手段などとして動作することにより
、以下のようなスロットマシン遊技を実行可能に構成されている。
【００１０】
　ゲームの開始にあたり、メダル（クレジットメダルも含む）を用いて掛け数の設定を行
う。
　掛け数の設定は、メダル投入口２から直接メダルを投入して設定する方法と、ベットボ
タン２ａを押下操作して設定する方法とがある。
【００１１】
　メダル投入口２からメダルを投入して掛け数を設定する方法では、投入されたメダルが
前扉１ａ裏面に設けられたメダルセレクタ２ｂ（メダル検出手段）によって検知されるこ
とにより、投入分のメダル枚数に対応する掛け数（ただし、メダル３枚に対応する掛け数
「３」が上限）が設定されることになる。
　なお、掛け数の上限は、「１」、「２」、又は「４」以上でもよい。
【００１２】
　ベットボタン２ａは、掛け数の設定に係る遊技者の操作を受け付け可能な操作手段の一
例であり、これが押下操作されると、内部的にデータとして記憶されたクレジットメダル
から、所定数（例えば、３枚）のメダル数が減算され、減算された分が掛け数として設定
されることになる。
　なお、ベットボタンは、ベットボタン２ａのみに限らず、設定される掛け数のそれぞれ
異なるベットボタンを複数設けることもできる。また、クレジットメダルは、メダル投入
口２からのメダル投入や入賞により加算され、例えば、メダル５０枚までクレジット（記
憶）することができる。
【００１３】
　このように、メダル投入口２からの直接投入やベットボタン２ａの押下操作により設定
された掛け数は、主制御部１０に備えるＲＡＭなどの記憶手段に記憶される。
　そして、掛け数が所定数（例えば、３枚）になったときに、１回の遊技を実行可能な権
利を保有するゲーム開始可能な状態となる。
【００１４】
　このゲーム開始可能な状態では、スタートレバー３の操作が有効状態となる。この有効
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状態になっているときに、スタートレバー３が傾動操作されると、ゲームが開始され、複
数の図柄の表されたリール４１ａ～４１ｃが変動（以下、回転ということもある）を開始
するとともに、リプレイ（再遊技）、小役、ボーナスなどの複数の当選役（はずれを含む
）の中から今回ゲームの抽選結果をリール４１の停止前に事前に決定する内部抽選処理が
実行される（事前決定手段）。
　内部抽選処理では、例えば、図５に示す複数の当選役（「リプレイ」～「チャンスリプ
レイ」）の中から遊技状態（例えば、後述のリプレイ低確率状態、リプレイ高確率状態）
に応じた当選確率に基づく抽選処理が実行される。また、複数の当選役の中には、「はず
れ」などもあるが、ここでは記載を省略している。
　なお、本実施形態では、内部抽選処理は、後述するリール４１ａ～４１ｃが定常回転に
達する前に完了するものであるが、リール４１ａ～４１ｃが回転を開始する前に完了する
ようにしてもよい。
【００１５】
　各リール４１ａ～４１ｃは、可変表示手段の一例であり、各リール４１ａ～４１ｃの周
面には、識別情報となる複数（通常２１個）の図柄が表されており、停止状態から徐々に
回転速度を上げた後、一定の速度で回転する定常回転に達する。
　このような定常回転に達すると、各リール４１ａ～４１ｃに対応して設けられた停止ボ
タン５ａ～５ｃが押下操作可能な状態（停止ボタン５操作の有効化）となる。
【００１６】
　停止ボタン５ａ～５ｃは、導出操作手段の一例であり、例えば、停止ボタン５ａ～５ｃ
に内蔵されたＬＥＤ等の発光手段が点灯することにより押下操作可能な状態となり、この
ような状態において各停止ボタン５が押下操作されると、その操作タイミングと内部抽選
処理の抽選結果とにより許容される図柄の組合せで停止するように、各リール４１ａ～４
１ｃが停止制御される（導出制御手段）。
【００１７】
　停止状態では、リール４１ａ～４１ｃそれぞれに表された上下方向に連続する３つの図
柄が表示窓から機外に臨むように停止し、このときの停止態様に基づいて入賞の有無が判
定される。
　入賞の判定は、所定の入賞ライン上に停止した図柄の組合せに基づいて判定され、例え
ば、上・中・下段３つのラインと斜め２つのラインの計５ラインいずれかの入賞ライン上
に停止表示された図柄の組合せに基づいて判定される。
　そして、入賞ライン上に停止した図柄の組合せを判定した結果、図柄の組合せが小役な
どに対応する特定表示結果であるときに、図柄の組合せに応じた利益が付与される（利益
付与手段）。
【００１８】
　例えば、小役に対応する図柄の組合せの停止表示（以下、導出ともいう）により、入賞
が判定され、メダル払出装置７が駆動制御されることにより、メダルの貯留されたホッパ
ー７ａからメダル払出口７ｂを介して所定数のメダルが払い出され、具体的には、「ベル
」、「押し順ベル」に対応する図柄の組合せの停止表示により８枚のメダルが払い出され
、「スイカ」に対応する図柄の組合せの停止表示により５枚のメダルが払い出され、「チ
ェリー１」～「チェリー３」に対応する図柄の組合せの停止表示により１枚のメダルが払
い出される。
　なお、払い出されるメダルの枚数は、上記の枚数に限らず、どのような枚数でもよい。
また、後述の特定遊技状態（ＡＲＴ状態）に移行したときには、１ゲーム当りの獲得期待
メダル数が１枚を超えるように設定することが好ましいがこの限りではない。
　また、本実施形態では、クレジットメダルの上限数を超える分のみメダルが払い出され
るが、入賞が発生するごとに、入賞に対応するメダルが払い出されるようにすることもで
きる。
　また、リプレイ（押し順リプレイ、チャンスリプレイを含む）に対応する図柄の組合せ
の停止表示により、入賞が判定され、次回ゲームにおいてメダルの投入を行うことなく遊
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技可能な状態となる。
　また、図５に示す当選役には含まれないものの、これに含む当選役として所定のボーナ
スを設けるとともにボーナスに対応する図柄の組合せの停止表示により、次回ゲームから
小役に高確率で当選するボーナス遊技状態に移行させることもできる。
【００１９】
　このような一連の動作を１回の遊技とするスロットマシン遊技は、図３に示すように、
主制御部１０が、ベットボタン２ａ、スタートレバー３、停止ボタン５などの操作手段や
メダルセレクタ２ｂなどの入力手段からの入力情報に基づいて、リール４１ａ～４１ｃや
これらを回転駆動させるパルスモータなどを備えるドラムユニット４、メダル払出装置７
などの出力手段を制御することにより実現される。
【００２０】
　また、スロットマシン１では、このようなスロットマシン遊技に同期した遊技演出も行
われる。例えば、後述の特定遊技状態への移行時には、移行祝福画像演出、ファンファー
レ音、及びランプ演出などが液晶ＴＶなどの表示器８、スピーカ９、及びＬＥＤ等の発光
手段を備えるランプ１１などの報知手段を介してそれぞれ出力される。
　このような報知手段は、図３に示すように、副制御部２０により制御される。
【００２１】
　副制御部２０は、報知制御手段の一例であり、主制御部１０からの指令に従った動作を
実行可能に構成される。
　例えば、副制御部２０は、主制御部１０に設けられた出力ポートなどの送信手段から所
定の遊技タイミングごとに送信される制御コマンドを、当該副制御部２０に備える入力ポ
ートなどの受信手段を介して受信するとともに、受信した制御コマンドを解読し、制御コ
マンドに応じた演出を行うように表示器８などの報知手段を制御する。
【００２２】
　スロットマシン１は、このような通常のスロットマシンと同様の構成に加えて、以下の
ような特徴的な構成を備えている。
【００２３】
［遊技状態］
　スロットマシン１は、図４に示すように、移行可能な複数の遊技状態を有している。
　大別すると、通常遊技状態、特定遊技状態及び特別遊技状態があり、特定遊技状態はメ
ダルが増加し易い遊技者に有利な遊技状態となっており、通常遊技状態及び特別遊技状態
はメダルの減少し易い遊技者に不利な遊技状態となっている。
【００２４】
　通常遊技状態と特定遊技状態では、内部抽選処理において抽選される図５に示す「リプ
レイ」の当選確率がそれぞれ異なるリプレイ低確率状態とリプレイ高確率状態とがある。
　例えば、図５に示すように、リプレイ低確率状態では、１／７．１の確率で「リプレイ
」に当選し、リプレイ高確率状態では、１／２の確率で「リプレイ」に当選するように設
定されている。
　一方、特別遊技状態は、リプレイ高確率状態となる遊技状態である。
【００２５】
　リプレイ低確率状態からリプレイ高確率状態、及びリプレイ高確率状態からリプレイ低
確率状態への移行制御は、入賞ライン上に停止表示される所定の図柄の組合せに基づいて
行われる。
　本実施形態では、図５に示す「押し順リプレイ」、「押し順ベル」に当選するとともに
、これらに対応する所定の図柄の組合せの停止表示により移行する。
【００２６】
　「押し順リプレイ」、「押し順ベル」は、対応する所定の図柄の組合せを停止表示させ
るために、停止ボタン５ａ～５ｃに対して行う６通りの操作順序それぞれが指定される押
し順指定の当選役である。特に図示しないが、それぞれ６通りの操作順序に対応する停止
表示の組合せがある。
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　例えば、リプレイ低確率状態で「押し順リプレイ」に当選したときには、「１／６」通
りの操作順序で、リプレイ高確率に移行する「昇格リプレイ」が停止表示され、残りの「
５／６」通りの操作順序で通常の「リプレイ」が停止表示される。また、リプレイ高確率
状態で「押し順リプレイ」に当選したときには、「２／６」通りの操作順序で通常の「リ
プレイ」が停止表示され、残りの「４／６」通りの操作順序で、リプレイ低確率に移行す
る「転落リプレイ」が停止表示される。
　また、リプレイの当選確率にかかわらず、「押し順ベル」に当選したときには、「１／
６」通りの操作順序で通常の「ベル」が停止表示され、残りの「５／６」通りの操作順序
で「はずれ」が停止表示される。
　また、リプレイ高確率状態で「押し順ベル」に当選したときに、通常の「ベル」が停止
表示されない場合、すなわち「はずれ」が停止表示された場合には、リプレイ低確率状態
に移行するようになっている。
　なお、「押し順ベル」に当選したときに通常の「ベル」が停止表示されない場合、「は
ずれ」が停止表示されるものとしたが、これに限らず、他の役（例えば、メダルが一枚払
い出される一枚役等）が停止表示されるようにすることもできる。
【００２７】
　特定遊技状態は、本発明に係る特別遊技状態の一例であり、ＡＴと称される有利な状態
である。
　ＡＴは、アシスト・タイムの略称であり、各停止ボタン５に対する特定操作態様として
、操作順序や目押しの目安となる図柄を報知することにより、内部抽選処理の抽選結果に
対応する図柄の組合せの導出をアシストする状態である。
　例えば、ＡＴ状態では、前述の「押し順リプレイ」、「押し順ベル」などの押し順指定
の当選役に当選したときに、それぞれに対応する押し順（特定情報）を表示器８などの報
知手段（特定操作態様報知手段）を介して画像、発光態様、音声等により報知し、遊技者
がこの報知に従った順序で停止ボタン５ａ～５ｃを操作することにより、押し順指定の当
選役（例えば、前述の「昇格リプレイ」、通常の「リプレイ」、通常の「ベル」など）に
入賞することになる。
　また、このような押し順の報知に代えて又は加えて、小役やリプレイに当選したときに
、これらに対応する図柄（特定情報）を表示器８などの報知手段（特定操作態様報知手段
）を介して報知することにより、目押しをアシストすることもできる。
【００２８】
　さらに、特定遊技状態では、ＡＴ状態においてＲＴと称される状態を組み合せることが
できる。
　ＲＴは、リプレイ・タイムの略称であり、リプレイ高確率状態のことである。
　なお、リプレイの確率状態は、リプレイ低確率状態とリプレイ高確率状態の二つの状態
に限らず、それぞれ「リプレイ」の当選確率の異なる三つ以上の確率状態を備えることも
できる。
【００２９】
　そして、ＡＴとＲＴとが組み合わされた状態がＡＲＴと称される状態であり、この状態
では、「リプレイ」に高確率で当選しつつ、停止ボタン５に対する操作や目押しのアシス
トによりリプレイ（「押し順リプレイ」）や小役（「押し順ベル」）入賞が得られること
から、手持ちのメダルが増加し易い遊技者に有利な状態となっている。
【００３０】
　このような特定遊技状態は、例えば、最初にＡＴ状態となり、その後ＡＴ状態を維持し
たままＲＴ状態、すなわち、リプレイ高確率状態となることにより、ＡＲＴ状態となるこ
ともあるがこの限りではなく、最初にリプレイ高確率状態となり、その後ＡＴ状態が追加
され、ＡＲＴ状態となることもある。また、ＡＲＴ状態からＡＴ状態を維持したままリプ
レイ低確率状態となることもある。
【００３１】
　具体的には、ＡＴ状態からＡＲＴ状態への移行は、例えば、押し順指定の所定当選役（
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例えば、前述の「昇格リプレイ」など）の入賞により移行し、ＡＲＴ状態からＡＴ状態へ
の移行は、例えば、押し順指定の所定当選役（例えば、図５に示す「押し順ベル」）に当
選したものの、報知された押し順に従わずに入賞を逃す、いわゆる取りこぼしの発生や、
「転落リプレイ」の停止表示により移行するがこの限りではない。
【００３２】
　特別遊技状態は、リプレイ高確率状態であるとともに、本実施形態では、特定遊技状態
からのみ移行する遊技状態となっている。
　この特別遊技状態では、ＡＴ状態を伴わない単なるＲＴ状態であり、「押し順リプレイ
」や「押し順ベル」に当選したとしても、押し順が報知されないことから、「転落リプレ
イ」や「はずれ」が停止表示されやすく、その結果、「転落リプレイ」や「はずれ」が表
示されたときには、通常遊技状態のリプレイ低確率状態に移行することになる。
【００３３】
　通常遊技状態は、リプレイ低確率状態に滞在する期間の長い遊技状態であり、手持ちの
メダルが減少し易い遊技者に不利な遊技状態となる。
　また、この通常遊技状態では、内部抽選処理において所定の当選役に当選したときに、
特定遊技状態への移行をかけたＡＴ移行抽選処理が実行される。
　このＡＴ移行抽選処理は、例えば、「スイカ」、「チェリー１」～「チェリー３」など
の当選役に当選したときに実行される抽選処理であり、当選すると特定遊技状態に移行す
る権利が確保され、この権利を確保した状態で所定の条件（所定数のゲームの実行、所定
図柄の組合せの停止表示など）が成立したことに基づいて、特定遊技状態に移行すること
になる。
　また、このＡＴ移行抽選処理は、特別遊技状態においても実行され、この処理において
当選することにより、再び特定遊技状態に移行することもある。
【００３４】
　このように、本実施形態では、通常遊技状態、特別遊技状態、及び特定遊技状態という
三つ遊技状態があるが、遊技状態の数はこの限りではなく、通常遊技状態と特定遊技状態
の二つの遊技状態でもよく、また、これら三つ遊技状態にさらに一又は二以上の遊技状態
を増設することもできる。
　また、本実施形態の三つの遊技状態には、表示器８において表示される演出ステージ（
背景画像）がそれぞれ設けられており、演出ステージを確認すれば、基本的には遊技状態
を確認することができるようすることが好ましい。
　また、特別遊技状態と特定遊技状態については、共通の演出ステージが用いられるよう
になっており、一見するとどちらの遊技状態に滞在するのかが分からないようになってい
ることが好ましい。
　また、通常遊技状態とその他の遊技状態とでは、表示器８の画面を見れば、通常遊技状
態かその他の遊技状態であるかの識別ができるように、画面の表示態様が異なっているこ
とが好ましい。
　このような複数の遊技状態のうち特定遊技状態は、さらに以下に示すような特徴を備え
ている。
【００３５】
［特定遊技状態］
　特定遊技状態は、所定の期間に亘って継続するように制御される。
　この期間は「特定値」という数値により規定される。この特定値は、例えば、ゲーム数
、所定当選役（例えば、図５に示す「ベル」と「押し順ベル」）の当選又は入賞回数、獲
得メダル数（例えば、払出枚数又は差枚数）などの遊技の実行に伴って変動する単位の数
値であり、少なくとも特定遊技状態への移行時において所定の特定値が付与される。
　そして、特定値は、遊技の実行に伴い徐々に減少し、付与された特定値に対応する遊技
が実行されることにより、特定遊技状態が終了し、その他の遊技状態（本実施形態では、
特別遊技状態）に移行することになる。
　本実施形態では、「ＨＰ」（ＨＩＴ　ＰＯＩＮＴ）という単位を用いて特定値を表すも
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のとする。「ＨＰ」は、ゲーム数、所定当選役（例えば、図５に示す「ベル」と「押し順
ベル」）の当選又は入賞回数、獲得メダル数（例えば、払出枚数又は差枚数）などのうち
のいずれかとすることができる。
【００３６】
　また、特定値は、特定遊技状態において、所定の条件が成立することで増減される。
　例えば、特定遊技状態において所定のタイミングで実行される加算値又は減算値抽選処
理（後述）において抽選により加算値又は減算値が決定されると、その決定された加算値
又は減算値が現時点の特定値に加算又は現時点の特定値から減算されることにより、特定
値が増減する。このような特定値の増減により、加算された値又は減算された値に応じて
特定遊技状態が延長又は短縮されることになる。
　そして、特定値の減少により、本実施形態では、「ＨＰ」が「１ＨＰ」になると、特定
遊技状態から特別遊技状態に移行することになる。
【００３７】
　また、特定遊技状態は、当該特定遊技状態の滞在が許容される特定値（ＨＰ）の上限値
（以下、特定上限値という）が設定されている。
　さらに、特定遊技状態は、図６に示すように、相互に移行可能であるとともに、特定上
限値のそれぞれ異なる４つの状態に区分可能に構成されている。
【００３８】
　例えば、特定上限値が「１００００ＨＰ」の低モード、特定上限値が「２００００ＨＰ
」の中モード、特定上限値が「３００００ＨＰ」の高モード、特定上限値が「５００００
ＨＰ」の超モードの４つのモードがある。
　また、各モードでは、許容される特定上限値とともに、加算値の上限値（以下、加算上
限値という）と減算値の上限値（以下、減算上限値という）とが設定される。
　これにより、加算上限値と減算上限値を超える分の加算及び減算が規制される。
【００３９】
　具体的には、中モードでは、加算上限値として「１５００ＨＰ」、減算上限値として「
５０ＨＰ」が設定されており、例えば、後述の加算値又は減算値抽選処理において「２０
００ＨＰ」の加算値が決定されたとしても、加算上限値が「１５００ＨＰ」であるので、
加算上限値を超える「５００ＨＰ」分の加算が規制され、「２０００ＨＰ」のうち「１５
００ＨＰ」分しか加算されないことになる。
　また、加算値又は減算値抽選処理において「１００ＨＰ」の減算値が決定されたとして
も、減算上限値が「５０ＨＰ」であるので、減算上限値を超える「５０ＨＰ」分の減算が
規制され、「１００ＨＰ」のうち「５０ＨＰ」分しか減算されないことになる。
【００４０】
　さらに、加算値又は減算値抽選処理において決定された加算値が各モードにおける加算
上限値以下であったとしても、その加算により、各モードの特定上限値を超えるときには
、その分の加算が規制される。
　例えば、高モードにおける加算値又は減算値抽選処理において「２０００ＨＰ」の加算
値が決定されたときには、当該モードにおける加算上限値が「３０００ＨＰ」であること
から、「２０００ＨＰ」分の加算が許容されるものの、この加算値又は減算値抽選処理が
行われたときの特定値が、例えば、「２９０００ＨＰ」としたときには、この「２９００
０ＨＰ」に「２０００ＨＰ」を加算すると、高モードにおける特定上限値「３００００Ｈ
Ｐ」を「１０００ＨＰ」分超えてしまうことになる。
　この場合、この超過分の加算が規制され、「２０００ＨＰ」のうち「１０００ＨＰ」分
のみが加算されることになる。
【００４１】
　このような各モードにおける上限値は、特定上限値設定手段、加算上限値設定、減算上
限値設定手段として動作する主制御部１０に備えるＲＯＭなどの記憶手段に記憶され、加
算値又は減算値抽選処理において決定された加算値を特定値に加算する特定値更新処理１
（後述）の実行時に参照される。
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【００４２】
　また、上記各モードは、所定の条件の成立により、相互に移行する。
　例えば、本実施形態では、特定遊技状態の内部抽選処理において所定の当選役に当選し
たときに、モード間の移行を抽選により決定するモード移行抽選処理を実行し、この抽選
処理に当選したときに、一のモードから他のモードに移行する。
【００４３】
　モード移行抽選処理は、図７に示すモード移行抽選テーブルに基づいて行われ、例えば
、内部抽選処理において「押し順ベル」に当選したときに実行することができる。
　例えば、低モード中において「押し順ベル」に当選したときには、２３０／２５５の確
率で他のモードに移行することなくそのまま低モードに滞在するか、２５／２５５の確率
で中モードに移行するかを抽選により決定する。そして、移行が決定されると、次回遊技
では中モードに移行されていることになる。
　このようなモード移行制御を行うことにより、特定値の変動の仕方（変動の波）が頻繁
に変わるため、特定遊技状態が単調になることを抑制し、興趣を高めることができる。
【００４４】
　なお、本実施形態では、モードの種類は４種類としたが、３種類以下でも５種類以上で
もよい。また、モードに応じて特定上限値、加算上限値、及び減算上限値をそれぞれ設け
たが、これら上限値を一切設けなくてもよいし、設けるモードと設けないモードがあって
もよい。
【００４５】
　また、加算値又は減算値抽選処理は、現在の特定値に加算又は現在の特定値から減算さ
れる値を抽選により決定する処理であり、特定遊技状態の内部抽選処理において所定の当
選役に当選したときに実行される。
　加算値抽選処理は、図８に示す加算値抽選テーブル及び図９に示す加算値抽選テーブル
に基づいて行われる。
【００４６】
　図８に示す加算値抽選テーブルは、滞在中のモードを問わず特定遊技状態の内部抽選処
理において、例えば、「スイカ」、「チェリー１」、「チェリー２」、「チェリー３」、
「チャンスリプレイ」に当選したときに参照され、「０」～「５０００ＨＰ」の中からい
ずれかの加算値が抽選により決定される。
　例えば、「スイカ」に当選したときには、１２８／２５５の確率で、加算値「０」（加
算なし）が決定され、６７／２５５の確率で加算値「５００ＨＰ」が決定され、３０／２
５５の確率で加算値「１０００ＨＰ」が決定され、２５／２５５の確率で加算値「３００
０ＨＰ」が決定され、５／２５５の確率で加算値「５０００ＨＰ」が決定される。
【００４７】
　決定された加算値は、その値が各モードにおいて設定された加算上限値以下のときには
、そのまま現在の特定値に加算され、加算上限値を超えるときには、超える分の加算が規
制され、超えない分のみ加算されることになる。このような加算の規制は、後述の加減算
値規制処理により行われる。
　また、決定された加算値が加算上限値以下であっても、その値を現在の特定値に加算し
たときに、各モードにおける特定上限値を超える場合には、超過分の加算が規制されるこ
とになる。このような加算の規制は、後述の特定値更新処理１により行われる。
【００４８】
　また、図９に示す加算値抽選テーブルは、内部抽選処理において、例えば、「リプレイ
」に当選したときに参照される。また、このときには、モードごとに異なるテーブルが参
照される。このテーブルでは、「０ＨＰ」（加算なし）又は「１０ＨＰ」のいずれかの加
算値が抽選により決定される。
　例えば、超モードで「リプレイ」に当選したときには、２００／２５５の確率で、加算
値「０」（加算なし）が決定され、５５／２５５の確率で加算値「１０ＨＰ」が決定され
ることになる。
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【００４９】
　一方、減算値抽選処理は、図１０に示す減算値抽選テーブルに基づいて行われる。
　図１０に示す減算値抽選テーブルは、滞在中のモードを問わず特定遊技状態の内部抽選
処理において、例えば、「リプレイ」、「ベル」に当選したときに参照され、「０ＨＰ」
～「１００ＨＰ」の中からいずれかの減算値が抽選により決定される。
　例えば、「リプレイ」に当選したときには、２５３／２５５の確率で、減算値「０」（
減算なし）が決定され、１／２５５の確率で減算値「３０ＨＰ」が決定され、１／２５５
の確率で減算値「１００ＨＰ」が決定される。
　また、「ベル」に当選したときには、１５５／２５５の確率で、減算値「０」（減算な
し）が決定され、７５／２５５の確率で減算値「５ＨＰ」が決定され、１５／２５５の確
率で減算値「１０ＨＰ」が決定され、１０／２５５の確率で減算値「３０ＨＰ」が決定さ
れることになる。
　決定された減算値は、その値が各モードにおいて設定された減算上限値以下のときには
、そのまま現在の特定値から減算され、減算上限値を超えるときには、超える分の減算が
規制され、超えない分のみ減算されることになる。このような減算の規制は、後述の加減
算値規制処理により行われる。
【００５０】
　なお、図５に示す「リプレイ」は、加算値抽選処理と減算値抽選処理それぞれにおいて
、共通する抽選対象として設定されていることから（図９、１０参照）、「リプレイ」に
当選したときには、加算値抽選処理と減算値抽選処理とがそれぞれ行われることになる。
　この場合、どちらか一方の抽選処理により加算値又は減算値が決定されることもあるが
、双方の抽選処理により加算値と減算値の両方が決定されることもある。加算値と減算値
の両方が決定されたときには、例えば、加算値抽選処理において、「１０ＨＰ」の加算値
が決定され（図９に示す加算値抽選テーブルの中～超モード参照）、減算値抽選処理にお
いて、「３０ＨＰ」の減算値が決定されたときには（図１０に示す減算値抽選テーブルの
「リプレイ」３０ＨＰ参照）、加算値よりも減算値の方が大きいことから、結果的に「３
０ＨＰ」から「１０ＨＰ」を減算した「２０ＨＰ」が減算値として決定されることになる
。
【００５１】
　また、特定上限値の大きいモードから小さいモードへと移行するときに、そのときの特
定値が移行後のモードの特定上限値よりも上回る場合には、上回る分の値を特定値から減
算する。
　例えば、特定値「４００００ＨＰ」を保有するとともに、超モードに滞在しているとき
に、前述のモード移行抽選処理の実行により、高モードへの移行が決定された場合には、
高モードにおける特定上限値は「３００００ＨＰ」であることから（図６参照）、特定値
「４００００ＨＰ」が移行後のモードの特定上限値「３００００ＨＰ」よりも上回ること
になるため、上回る分の値「１００００ＨＰ」を特定値「４００００ＨＰ」から減算する
（切り捨てる）。
　これにより、移行後の特定値は「３００００ＨＰ」に更新されることになる。このよう
なモード移行に伴う特定値の更新は、後述の特定値更新処理３により行われる。
　このような制御により、遊技者に過剰な利益を与えてしまうことを防止することができ
る。なお、モード移行により特定値が特定上限値を超えてしまった場合でも、超えた分を
切り捨てないようにしてもよい。
【００５２】
　以上説明したような特定値が遊技の実行以外の条件で増減されるときには、増減の様子
が視認可能に報知されることが好ましい。
　例えば、図１１は、表示器８において表示される報知例を示している。
　この例では、特定値が増減される様子を、戦闘シーン（バトル演出）おける勝敗により
表現するものとし、例えば、味方のキャラクタ（味方キャラ）と敵のキャラクタ（敵キャ
ラ）が決闘するシーンにおいて、味方キャラの攻撃（パンチ攻撃）により敵キャラにダメ
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ージを与えることにより、特定値が増加し、敵キャラの攻撃（パンチ攻撃）により味方キ
ャラが敵キャラからダメージを受けることにより、特定値が減少するものとして表現する
。
　また、出演しているキャラクタは、例えば、「低モード」では、味方キャラＡと敵キャ
ラＡ、「中モード」では味方キャラＢと敵キャラＢなど、モードごとに異なるものとして
あり、図１１に示す例では、「中モード」において味方キャラＢと敵キャラＢとが決闘す
るシーンとなっている。
　また、画面上には、現在の特定値８１、滞在中のモードの特定上限値８２、特定遊技状
態中に獲得した獲得メダル数（差数）８３、特定遊技状態が継続している期間を表す継続
ゲーム数８４なども表示される。
　このような画面構成において、特定値の増減の様子は以下のように表現される。
【００５３】
　図１１（ａ）～（ｃ）は、継続ゲーム数８４が（ａ）「２８０Ｇ」、（ｂ）「２８１Ｇ
」、（ｃ）「２８２Ｇ」の順に１ゲームずつ遊技が進行したときの画面を示している。
【００５４】
　例えば、図１１（ｂ）は、図１１（ａ）に示すゲームに続く次のゲームの画面であり、
このゲームにおける内部抽選処理において「スイカ」に当選するとともに、これを抽選対
象とする加算値抽選処理が実行され、「３０００ＨＰ」の加算値が決定されたときの例を
示している（図８参照）。ところが、「中モード」における加算上限値は「１５００ＨＰ
」であるため（図６参照）、「３０００ＨＰ」の加算値が加算値抽選処理により決定され
たものの、特定値に加算される加算値８５は、「３０００ＨＰ」のうち「１５００ＨＰ」
（＋１５００）となる。
【００５５】
　また、図１１（ｃ）は、図１１（ｂ）に示すゲームに続く次のゲームの画面であり、こ
の画面では、特定値８１が上記の「１５００ＨＰ」のうち「１０００ＨＰ」のみ加算され
、「２００００ＨＰ」となった例を示している。これは、「中モード」における特定上限
値は「２００００ＨＰ」であることから（図６参照）、図１１（ｂ）の画面で示す特定値
８１「１９０００ＨＰ」に加算が許容される分「１０００ＨＰ」のみ加算され、「５００
ＨＰ」が切り捨てられたためである。
【００５６】
　また、図１１（ｃ）では、このゲームにおける内部抽選処理において「リプレイ」に当
選するとともに、これを抽選対象とする減算値抽選処理が実行され、「１００ＨＰ」の減
算値が決定されたときの例を示している（図１０参照）。ところが、「中モード」におけ
る減算上限値は「５０ＨＰ」であるため（図６参照）、「１００ＨＰ」の減算値が減算値
抽選処理により決定されたものの、特定値から減算される減算値８６は、「１００ＨＰ」
のうち「５０ＨＰ」（－５０）となる。
【００５７】
　なお、抽選により決定された加算値及び減算値について、上限加算値又は上限減算値を
超える値を切り捨てた状態で、画面上に表示するようにしたが、まずは決定された加算値
又は減算値をそのまま表示し、その後切り捨てを示す演出を行うことによって、表示され
ている加算値又は減算値を減少又は増加させることで、特定値に反映される数値としての
加算値又は減算値を表示するようにしてもよい。また、このような演出を加算値及び減算
値の双方に用いるようにしてもよいし、一方に用いるようにしてもよい。
【００５８】
　また、このような減算により特定値が減少することになるが、本実施形態では、現在の
特定値８１を超える減算があっても、画面表示において「１ＨＰ」を表示する。
　また、「１ＨＰ」になると、特別遊技状態に移行させるように制御する。
　具体的には、特定値８１が「５０ＨＰ」のときに、「１００ＨＰ」の減算が行われるこ
とが決定された場合には、「－４９ＨＰ」を表示した後、特定値８１が「１ＨＰ」と表示
される。このような減算の規制は、後述の特定値更新処理２により行われる。なお、「－
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１００ＨＰ」を表示した後、特定値８１が「０ＨＰ」と表示することもできる。
【００５９】
　また、画面中の獲得メダル数８３、継続ゲーム数８４の表示については、特定遊技状態
中において計数した値の他に、特別遊技状態において計数した値も含むことができる。
　また、これらの値は、一度通常遊技状態に移行してしまった場合には、内部的に「０」
に初期化するようにしている。
　この場合、獲得メダル数８３を表示するための獲得メダル数表示用カウンタ、継続ゲー
ム数８４を表示するための継続ゲーム数表示用カウンタ、とは別に、１回の特定遊技状態
中の獲得メダル数を計数するための獲得メダル数計数用カウンタと、１回の特定遊技状態
中の継続ゲーム数を計数するための継続ゲーム数計数用カウンタを設けるとともに、一度
通常遊技状態に移行してしまった場合には、獲得メダル数計数用カウンタと継続ゲーム数
計数用カウンタのみを初期化（「０」）することが好ましい。
　これにより、獲得メダル数８３、継続ゲーム数８４が多ければ多いほど、通常遊技状態
に移行せずに長い期間遊技者に有利な状態が続いていることを把握できる。
【００６０】
　また、特定遊技状態は、特定値が「１ＨＰ」になることで終了するようにしたが、特定
値が「１ＨＰ」にならなくても、終了するようにしてもよい。すなわち、特定遊技状態の
継続ゲーム数が所定ゲーム数（例えば、１０００ゲーム）に到達すること（終了条件１）
、特定遊技状態における獲得メダル数が所定枚数（例えば、２０００枚）に到達すること
（終了条件２）、のうち、何れか一方又は双方を満たしたときに特定遊技状態を終了させ
て、強制的に特別遊技状態に移行させるようにしてもよい。
【００６１】
　また、上述したような強制的に特定遊技状態を終了させる場合は、１回の特定遊技状態
中に終了条件１又は２を満たすことにより、強制的に特定遊技状態を終了させることが好
ましい。すなわち、特定遊技状態において、１回でも特別遊技状態や通常遊技状態に移行
した場合には上記の獲得メダル数計数用カウンタや継続ゲーム数計数用カウンタの計数結
果を初期化し、再度、特定遊技状態に移行した時点から改めて獲得メダル数計数用カウン
タや継続ゲーム数計数用カウンタの計数を行い、この計数結果が終了条件１又は２を満た
した時に特定遊技状態を終了させることが好ましい。これにより、実際は特定遊技状態が
強制的に終了する条件である終了条件があるにもかかわらず、このような終了条件がない
ように見せることができる。
【００６２】
　具体的には、特定遊技状態では、継続ゲーム数計数用カウンタの値が「１０００Ｇ」に
なった場合、すなわち、特定遊技状態において計数している継続ゲーム数が「１０００回
」になった場合、強制的に特別遊技状態に移行させるとともに、終了条件を判定するため
の情報としての継続ゲーム数計数用カウンタの計数結果が初期化される。
　継続ゲーム数計数用カウンタの計数結果が初期化されるということは、次に特定遊技状
態に移行した場合、継続ゲーム数の計数結果が再度「１０００回」になるまで、特定遊技
状態が継続できるということである。
　本実施形態では、特別遊技状態に移行した場合には、特定遊技状態における継続ゲーム
数８４（継続ゲーム数表示用カウンタ）の表示は引き継ぐ仕様とすることにより、上述し
たような形で、強制的に特別遊技状態に移行した場合でも、継続ゲーム数８４は、表示画
面上では遊技回数が引き継いだ状態になる。また、前述したように、特別遊技状態と特定
遊技状態については、共通の演出ステージが用いられるようになっており、一見するとど
ちらの遊技状態に滞在するのかが分からないようにする。
　特別遊技状態において、通常遊技状態に移行せずに、再度特定遊技状態に移行すること
ができれば、「１０００Ｇ」以上の遊技回数表示を引き継いだまま、終了条件を判定する
ための情報としての継続ゲーム数計数用カウンタの計数を「０」から開始するため、表示
上の継続ゲーム数８４が「１０００Ｇ」を超えた表示であるにもかかわらず、特定遊技状
態が継続するようになる。
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　このように、本来特定遊技状態が終了する継続ゲーム数である「１０００Ｇ」を超えて
特定遊技状態が継続している状態を表示することができるため、実際は特定遊技状態が強
制的に終了する条件である終了条件があるにもかかわらず、この終了条件がないように見
せることができる。
　なお、説明は省略するが、獲得メダル数８３についても同様の制御が可能なため、実際
は特定遊技状態が強制的に終了する条件である終了条件があるにもかかわらず、この終了
条件がないように見せることができる。
【００６３】
　以上説明したような、上限値を超える加算又は減算の規制、モード移行に伴う特定値の
減算（切り捨て）などの制御は、主制御部１０に備えるＣＰＵが実行可能なプログラムと
してＲＯＭなどの記憶手段に記憶されている。図１２～１５は、これらのプログラムの流
れを示すフローチャートである。
【００６４】
　図１２は、モードごとに設定された加算上限値と減算上限値に基づいて、加算値又は減
算値抽選処理において決定された加算値又は減算値（加減算値ともいう）を変更する加減
算値規制処理に係るフローチャートである。
　この加減算値規制処理では、まず、加算値又は減算値抽選処理において加減算値が決定
されたかを判定する（Ｓ１）。
　決定されたときには（Ｓ１－Ｙｅｓ）、決定された加減算値が滞在しているモードの加
算上限値又は減算上限値以上かを判定する（Ｓ２）。
　決定された加減算値が滞在しているモードの加算上限値又は減算上限値以上のときには
（Ｓ２－Ｙｅｓ）、決定された加減算値に換えて滞在しているモードの加算上限値又は減
算上限値を加減算値に変更する（Ｓ３）。すなわち、決定された加減算値をモードの加算
上限値又は減算上限値に換え、特定値に対して上限値を上回る値の加算又は減算を規制し
、その後、処理を終了する。
　一方、決定された加減算値が滞在しているモードの加算上限値又は減算上限値に満たな
いときには（Ｓ２－Ｎｏ）、決定された加減算値をそのまま特定値に対する加減算値とし
て決定し、その後、処理を終了する。
【００６５】
　図１３は、上記加減算値規制処理において決定された加算値に基づいて、特定値を更新
する特定値更新処理１に係るフローチャートである。
　この処理では、まず、加減算値規制処理において加算値が決定されたかを判定する（Ｓ
１１）。
　決定されたときには（Ｓ１１－Ｙｅｓ）、決定された加算値を現在の特定値に加算した
「Ｘ」を算出する（Ｓ１２）。
　続いて、「Ｘ」が滞在しているモードの特定上限値以上かを判定する（Ｓ１３）。
　「Ｘ」が滞在しているモードの特定上限値以上のときには（Ｓ１３－Ｙｅｓ）、現在の
特定値を特定上限値に更新し（Ｓ１４）、処理を終了する。
　一方、「Ｘ」が滞在しているモードの特定上限値に満たないときには（Ｓ１３－Ｎｏ）
、現在の特定値を「Ｘ」に更新し（Ｓ１５）、処理を終了する。
【００６６】
　図１４は、上記加減算値規制処理において決定された減算値に基づいて、特定値を更新
する特定値更新処理２に係るフローチャートである。
　この処理では、まず、加減算値規制処理において減算値が決定されたかを判定する（Ｓ
２１）。
　決定されたときには（Ｓ２１－Ｙｅｓ）、決定された減算値を現在の特定値から減算し
た「Ｙ」を算出する（Ｓ２２）。
　続いて、「Ｙ」が「０」以下かを判定する（Ｓ２３）。
　「Ｙ」が「０」以下のときには（Ｓ２３－Ｙｅｓ）、特定値（ＨＰ）を「１」とし（Ｓ
２４）、処理を終了する。
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　一方、「Ｙ」が「０」以下でないときには（Ｓ２３－Ｎｏ）、現在の特定値を「Ｙ」に
更新し（Ｓ２５）、処理を終了する。
【００６７】
　図１５は、モード移行に伴い特定値を減算（切り捨て）することにより、特定値を更新
する特定値更新処理３に係るフローチャートである。
　この処理では、まず、モードの移行を判定する（Ｓ３１）。
　モードの移行を判定したときには（Ｓ３１－Ｙｅｓ）、現在の特定値が移行後のモード
の特定上限値以上かを判定する（Ｓ３２）。
　現在の特定値が移行後のモードの特定上限値以上のときは（Ｓ３２－Ｙｅｓ）、現在の
特定値をその特定上限値に更新し（Ｓ３３）、処理を終了する。
　一方、現在の特定値が移行後のモードの特定上限値に満たないときは（Ｓ３２－Ｎｏ）
、現在の特定値を更新することなく、処理を終了する。
【００６８】
　以上説明したように、本実施形態のスロットマシン１では、上乗せゲーム数などの加算
値を、継続可能なゲーム数などの特定値に加算することで、予め設定された特定値の上限
値を上回る場合には、当該上限値を上回る値について特定値への加算を規制するので、特
定値が増えすぎてしまうことが抑制され、特定遊技状態が半永久的に継続する事態が回避
される。これにより、遊技が単調となることで興趣の低下を招くことが抑制される。
【００６９】
　一方、特許文献１に記載の遊技機では、特定役に当選する等、所定の加算条件が成立す
ると特定値に所定数が加算されるものであり、特定役の種類によっては膨大なゲーム数が
加算される場合があった。膨大なゲーム数が加算されてしまうと、特定遊技状態が半永久
的に継続してしまう可能性があり、半永久的に特定遊技状態が継続しまうと、遊技が単調
となり、興趣の低下を招くおそれがあった。
　本実施形態のスロットマシン１によれば、従来の遊技機が改善すべきこのような課題の
全部又は一部などを解決することができる。
【００７０】
　以上、本発明の遊技機の好ましい実施形態について説明したが、本発明に係る遊技機は
上述した実施形態にのみ限定されるものではなく、本発明の範囲で種々の変更実施が可能
であることはいうまでもない。
【００７１】
　例えば、本実施形態では、特定値は、当選役に応じて増減する「ＨＰ」を採用したが、
これに代えて、１ゲームで１つずつ減算される「ゲーム数」、獲得したメダルの枚数分減
算される「獲得メダル数」、払い出されたメダルの枚数分減算される「払出数」としても
よい。また、特定値をこのように場合には、当選役に応じて減算しないようにすることが
好ましい。
　また、特定値は、特定の役に当選することを契機として増加するようにしたが、これに
限るものではなく、例えば、「リプレイ」が５ゲーム連続で当選した等、これ以外の契機
で加算されるようにしてもよい。
　また、特定値は、「リプレイ」成立時に減算されるようにしたが、例えば、「スイカ」
の当選時等、これ以外の契機で減算されるようにしてもよい。
【００７２】
　また、継続ゲーム数が「１０００回」、獲得メダル数が「２０００枚」になったときな
どに強制的に特定遊技状態を強制的に終了させる機能を有している場合には、継続ゲーム
数又は獲得メダル数に応じて、モード移行するようにしてもよい。
　具体的には、「ＨＰ」に代えて、継続ゲーム数を適用した場合は、「低モード」＝「継
続ゲーム数８００Ｇ～」、「中モード」=「６００～７９９Ｇ」、「高モード」＝「継続
ゲーム数３００～５９９Ｇ」、「超モード」=「継続ゲーム数０～２９９Ｇ」にすること
ができる。
　また、獲得メダル数に適用した場合、「低モード」＝「獲得数１８００枚～」、「中モ
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枚」、「超モード」=「獲得数０～９９９枚」等にすることができる。
　これにより、特定遊技状態の強制終了が近づくにつれて、特定上限値の値が小さくなり
、加算上限値も小さくなるので、遊技者の損失感を抑制できる。
【００７３】
　また、本発明をスロットマシンに適用したがパチンコ（例えば、玉スロ）などその他の
遊技機に適用することもできる。
　また、メダル、遊技球等の現物の遊技媒体を用いることなく、データ形式の擬似遊技媒
体を用いてゲームを実行可能な、いわゆる封入式遊技機にも、本発明を適用することがで
きる。
【００７４】
　また、本実施形態では、主制御部１０を遊技状態制御手段、加算値決定手段、特定値更
新手段、特定上限値設定手段、加算上限値設定手段、減算値決定手段、減算上限値設定手
段などとして動作させたが、これに代えて、副制御部２０を上記各種手段として動作させ
ることもできる。
【００７５】
　また、本実施形態では、主制御部１０が各種抽選処理を行ったが、内部抽選処理を除い
た各種抽選処理を副制御部２０が行うこともできる。
　また、本実施形態で説明した各種抽選処理では、所定の乱数発生手段（例えば、ハード
ウエア乱数、ソフトウエア乱数）により、例えば、０～２５５、０～６５５３５などの乱
数値を発生させ、各種抽選処理ごとに定められたタイミングで乱数値を取得するとともに
、各種抽選処理の抽選対象ごとに予め定められた「当り値」（複数可）と取得した「乱数
値」とを比較し、一致しているときには当選として判定する処理とすることが好ましい。
そして、各種抽選処理で説明した確率とは、発生乱数の数に占める当り値の数の割合のこ
とである。
【００７６】
　また、本実施形態では、可変表示手段としてモータにより駆動制御されるリールを用い
たが、これに代えて又はこれに加えて、液晶表示器などの表示器にリール等の図柄が変動
する画像を表示させることにより、表示器を識別情報の可変表示手段として用いることも
できる。
【符号の説明】
【００７７】
１　スロットマシン
２　メダル投入口
２ａ　ベットボタン
３　スタートレバー
５　停止ボタン（導出操作手段）
８　表示器（特定操作態様報知手段）
９　スピーカ（特定操作態様報知手段）
１０　主制御部（事前決定手段、導出制御手段、利益付与手段、遊技状態制御手段、加算
値決定手段、特定値更新手段、特定上限値設定手段、加算上限値設定手段、減算値決定手
段、減算上限値設定手段）
１１　ランプ（特定操作態様報知手段）
２０　副制御部
４１　リール（可変表示手段）
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